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★
確
定
申
告

　

確
定
申
告
さ
れ
る
方
は
、
税
務
署
の
申

告
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

□
会
場　

中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル　

□
と
き　

２
月　

日�
―
３
月　

日�
午

１６

１５

前
９
時
―
午
後
５
時
（
土
・
日
を
除
く
）

※
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
、
土
地
、
建
物
、

山
林
や
株
式
な
ど
を
売
っ
た
方
な
ど
の
確

定
申
告
の
相
談
は
、
市
役
所
・
各
振
興
事

務
所
で
は
行
い
ま
せ
ん
の
で
、
税
務
署
の

申
告
会
場（
中
津
川
商
工
会
議
所
ホ
ー
ル
）

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。　

※
昨
年
か
ら
恵
那
市
共
同
福
祉
会
館
で
の

申
告
相
談
は
な
く
な
り
ま
し
た
の
で
、
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

※
納
税
は
口
座
振
替
が
便
利
で
す
。
手
続

き
は
申
告
書
と
一
緒
に
依
頼
書
を
提
出
す

る
だ
け
で
す
。
印
鑑
と
本
人
名
義
の
預
金

通
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
。

□
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
場
合

▼
事
業
を
行
っ
て
い
る
方
、
不
動
産
収
入

の
あ
る
方
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
方
な

ど
で
、
平
成　

年
中
の
所
得
金
額
の
合
計

１７

額
が
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え
る
場
合

▼
給
与
所
得
者
で
、
給
与
収
入
が
２
千
万

円
を
超
え
る
方
、
給
与
所
得
や
退
職
所
得

以
外
の
各
種
所
得
（
農
業
所
得
な
ど
）
金

額
の
合
計
額
が　

万
円
を
超
え
る
方
や
給

２０

与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ
て
い
る
方

　

な
お
給
与
所
得
者
や
年
金
受
給
者
で

も
、
多
額
の
医
療
費
の
支
払
い
や
住
宅

ロ
ー
ン
な
ど
で
住
宅
を
建
て
た
場
合
は
、

確
定
申
告
で
所
得
税
が
還
付
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

◆
確
定
申
告
事
前
受
付

　

申
告
期
間
前
に
給
与
所
得
者
の
還
付
申

告
お
よ
び
公
的
年
金
受
給
者
の
所
得
税
の

確
定
申
告
を
受
け
付
け
ま
す
。
期
間
中
は

混
雑
す
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

　

平
成　

年
分
の
申
告
受
付
が
２
月　

日�
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

１７

１６

　

期
間
の
終
盤
に
な
り
ま
す
と
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、
申
告
は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う
。
記
載
が
完
了
し
た

確
定
申
告
書
は
郵
送
（
送
付
先
・
〒
５
０
８
―
８
６
１
１　

中
津
川
市
か
や
の
木
町
４
―
３　

中
津
川
税
務
署
個

人
課
税
部
門
）
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ　

中
津
川
税
務
署
個
人
課
税
部
門�
０
５
７
３
―
６
６
―
９
２
３
７

　
　
　
　
　
　
　

市
役
所
税
務
課
市
民
税
係�
２
６
―
２
１
１
１
（
内
線
５
０
４
・
５
０
６
）

こ
の
事
前
受
付
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

□
と
き　

１
月　

日�
―
２
月
２
日�

３１

□
と
こ
ろ　

恵
那
文
化
セ
ン
タ
ー
集
会
室

□
受
付
時
間　

▽
午
前
の
部
＝
９
時
半
―

正
午　

▽
午
後
の
部
＝
１
時
―
４
時

◆
住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
説
明
会

□
と
き　

１
月　

日�
２６

□
と
こ
ろ　

恵
那
文
化
セ
ン
タ
ー
集
会
室

□
開
始
時
間　

▽
午
前
の
部
＝
９
時
半　

▽
午
後
の
部
＝
１
時
半

※
確
定
申
告
事
前
受
付
と
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
説
明
会
に
関
す
る
詳
細
は
、

「
広
報
え
な
」１
月
１
日
号
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

◆
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
簡
単
作
成

　

http://w
w

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（        
 

w
.nta.go.jp

 
          
）
の
中
で
、
確
定
申
告
書
を
作

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
プ
リ
ン
タ
で
印
刷

（
白
黒
印
刷
可
）
し
た
確
定
申
告
書
が
そ
の

ま
ま
提
出
で
き
ま
す
。
押
印
し
必
要
書
類

を
添
え
て
、
郵
送
な
ど
で
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。

□
問
い
合
わ
せ　

中
津
川
税
務
署
個
人
課

税
部
門�
０
５
７
３
―
６
６
―
９
２
３
７

２
月　

日�
―
３
月　

日�

１６

１５

申
告
は
自
分
で
書
い
て
お
早
め
に
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市
・
県
民
税
の
申
告
も 

お
忘
れ
な
く

★
市
民
税
・
県
民
税

　

平
成　

年
度
の
市
民
税
・
県
民
税
は
、

１８

平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所

１８

を
有
す
る
方
で
、
平
成　

年
中
の
所
得
に

１７

つ
い
て
税
額
を
計
算
し
、
通
知
し
て
納
税

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
申
告

期
間
内
に
所
得
の
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ

い
。

□
申
告
の
必
要
な
方

　

１
月
１
日
に
恵
那
市
に
住
所
の
あ
る
方

は
、
原
則
と
し
て
申
告
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
次
の
①
②

に
該
当
す
る
方
は
申
告
の
必
要
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

①
確
定
申
告
を
さ
れ
た
方

②
給
与
支
払
報
告
書
や
公
的
年
金
支
払
報

告
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
方
で
、
ほ
か
に

所
得
の
な
い
方
（
社
会
保
険
料
控
除
、
生

命
保
険
料
控
除
、
配
偶
者
特
別
控
除
、
扶

養
控
除
な
ど
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る

方
は
申
告
が
必
要
で
す
）

□
簡
易
申
告

　

平
成　

年
中
に
所
得
の
な
か
っ
た
方
で

１７

も
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方

は
、
保
険
料
の
算
定
の
た
め
、
簡
易
申
告

書
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
扶
養
調
査
な
ど
の
た
め
、
所
得
証

明
書
な
ど
が
必
要
な
方
も
申
告
書
の
提
出

を
お
勧
め
し
ま
す
。

□
市
・
県
民
税
申
告
相
談

　

期
間
中
は
ど
の
会
場
で
も
申
告
相
談
で

き
ま
す
の
で
、
最
寄
り
の
会
場
へ
お
出
掛

け
く
だ
さ
い
。
昨
年
の
申
告
内
容
に
基
づ

い
て
、
申
告
書
を
事
前
に
送
ら
せ
て
い
た

だ
く
方
も
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　
「
市
民
税
・
県
民
税
申
告
書
」「
簡
易
申

告
書
」
い
ず
れ
も
記
載
の
完
了
し
た
も
の

に
つ
い
て
は
、
郵
送
で
も
提
出
で
き
ま
す
。

□
市
役
所
会
議
棟
で
の
申
告
相
談

▼
と
き　

２
月　

日�
―
３
月　

日�
午

１６

１５

前
９
時
―
午
後
５
時
（
土
・
日
は
除
く
）

▼
と
こ
ろ　

市
役
所
会
議
棟
（
恵
那
市
役

所
本
庁
舎
東
隣
）
※
混
雑
を
緩
和
す
る
た

め
地
区
ご
と
に
日
に
ち
が
違
い
ま
す
。
左

記
の
表
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

□
各
地
区
で
の
申
告
相
談

　

期
間
中
、
各
地
区
で
も
申
告
相
談
を
行

い
ま
す
。
大
変
混
雑
が
予
想
さ
れ
ま
す
の

で
、
市
役
所
会
議
棟
へ
お
越
し
い
た
だ
け

る
方
は
会
議
棟
で
の
申
告
相
談
を
お
願
い

し
ま
す
。

▼
受
付
時
間　

午
前
９
時
―
午
後
５
時

□
申
告
に
必
要
な
も
の

▽
送
付
さ
れ
た
市
・
県
民
税
申
告
書
あ
る

い
は
簡
易
申
告
書　

▽
印
鑑　

▽
平
成　
１７

年
中
の
収
入
金
額
の
分
か
る
も
の
・
源
泉

徴
収
票
（
給
与
所
得
、
公
的
年
金
）・
報
酬

等
支
払
調
書
・
事
業
の
収
支
が
分
か
る
書

類　

▽
保
険
料
控
除
証
明
書
（
社
会
保
険

料
、
個
人
年
金
・
生
命
保
険
・
損
害
保
険

料
）

※
申
告
に
お
い
て
国
民
年
金
保
険
料
な
ど

に
係
る
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け
よ
う
と

す
る
場
合
は
、
支
払
証
明
書
の
添
付
が
義

務
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
社
会
保
険
庁
な
ど

か
ら
送
付
さ
れ
た
証
明
書
を
ご
持
参
く
だ

さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
税
務
課�
２
６

―
２
１
１
１
（
内
線
５
０
４
・
５
０
６
）

                                              

■
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
方
も
障

害
者
控
除
の
対
象
に

　
　

歳
以
上
の
方
で
、
介
護
保
険
制
度

６５
に
基
づ
き
要
介
護
１
―
５
の
認
定
を
受

け
て
い
る
方
は
、
障
害
者
手
帳
な
ど
を

取
得
し
て
い
な
く
て
も
、
所
得
税
法
や

地
方
税
法
上
の
「
障
害
者
控
除
」
の
適

用
が
受
け
ら
れ
ま
す
。「
障
害
者
控
除
」

の
適
用
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
必
要
な

書
類
「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
市
役
所
高
齢
福
祉
課
で
交
付
し
て
い

ま
す
。
必
要
な
方
は
「
介
護
保
険
被
保

険
者
証
」
を
持
参
の
上
、
市
役
所
高
齢
福

祉
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。（
恵
南

に
お
住
ま
い
の
方
は
、
各
振
興
事
務
所

で
も
交
付
し
ま
す
）

　

な
お
本
人
と
同
一
世
帯
以
外
の
方
が

手
続
き
を
行
う
場
合
、
委
任
状
が
必
要

で
す
。

▼
問
い
合
わ
せ　

市
役
所
高
齢
福
祉
課

（
内
線
１
２
５
）

と
き

２
月　

日�
―

１６
　

日�
２１

　
　
　

日�
―

２２
　

日�
２７

　
　
　

日�
―

２８

３
月
１
日�

　
　

２
日�
　

　
　

３
日�

　
　

６
日�

　
　

７
日�
　

　
　

８
日�
　

　
　

９
日�
―

　

日�
１５

対
象
地
区

大
井
町

長
島
町

東
野

飯
地
町

中
野
方
町

笠
置
町

武
並
町

三
郷
町

市
内
全
域

恵
南
地
区

申
告
会
場

中
野
方
公
民
館

Ｊ
Ａ
笠
置
支
店

飯
地
公
民
館

武
並
公
民
館

三
郷
公
民
館

恵
南

各
振
興
事
務
所

と
き

２
月　

日�
１６
　

日�
１７

　

日�
２０

　

日�
２１
　

日�
２２
　

日�
２３
　

日�
２４

　

日�
２７

　

日�
２８

２
月　

日�
１６－

３
月　

日�
１５

（
土
・
日
除
く
）

対
象
地
区

１
―
５
区

６
―　

区
１１

毛
呂
窪

本
郷

姫
栗
・
河
合

飯
地
町
全
域

竹
折

藤佐
々
良
木

椋
実

野
井

岩
村
町
全
域

山
岡
町
全
域

明
智
町
全
域

串
原
全
域

上
矢
作
町
全
域


